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参照箇所（提案書、図面等）

第１章　総則
第１節　計画概要 ○要求水準書からの変更の有無　（ ）

６ 全体計画

・ ）

７ 工期　

）

第２節　計画主要目 ○要求水準書からの変更の有無　（ ）
１ 処理能力

・ ）

・ ）

３ 施設稼働条件 ）

ア

イ

ウ

エ

ア

イ

）秒以上・上記燃焼温度でのガス滞留時間　 （

・熱灼減量 ）％以下

・煙突出口排ガスの一酸化炭素濃度 （

工事計画

リサイクルプラントについては、令和６年４月1日より処理対象の受入ができる
よう工事工程を計画すること。

（１） 着工

（２） 竣工
 令和７年３月31日

 令和５年３月に事業契約の締結が本組合議会で可決された日

・処理対象の受入ができる期間（

焼却プラントの公称能力

・公称能力

・設計・施工工事期間　（

焼却プラントの燃焼条件（１）

)

（１）
80ｔ/24時間（40t/24時間×２炉）の能力を有すること。

リサイクルプラント（資源物回収施設）の公称能力（２）
１日当たり５時間の稼働で19ｔの処理能力を有すること。

・公称能力

リサイクルプラント（資源物回収施設）の処理条件（２）

 燃焼温度

 850℃以上（焼却炉燃焼温度、再燃焼煙道）

 ２秒以上

 焼却残渣の熱灼減量
 ５%以下

 破砕基準（150㎜以下）

）℃以上・燃焼温度（

（２）

95%以上

回収率
破 砕 鉄
破 砕 ア ル ミ
不 燃 物
可 燃 物
鉄 （ 缶 ）
ア ル ミ （ 缶 ）

99.8%以上 75%以上

項　目 純度

カレット（色選別）
85%以上

粒　度

破 砕 鉄
破 砕 ア ル ミ
不 燃 物
可 燃 物

純度 回収率
95%以上 85%以上
85%以上 60%以上
80%以上 80%以上
80%以上 80%以上
98%以上 90%以上

要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

 上記燃焼温度でのガス滞留時間

 煙突出口排ガス中の一酸化炭素濃度
 30ppm以下（酸素濃度12%換算値の４時間平均値）

鉄 類
項　目

ア ル ミ 類
不 燃 物
可 燃 物

粒　度

 選別基準

カレット（色選別）
ア ル ミ （ 缶 ）
鉄 （ 缶 ）

項　目

項　目
鉄 類
ア ル ミ 類
不 燃 物
可 燃 物

85%以上
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参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

４ 公害防止基準

（２）

騒音の基準値（敷地境界線において、定格稼動時に下記の基準値以下）（３）

振動の基準値（敷地境界線において、定格稼動時に下記の基準値以下）（４）

悪臭の基準値（敷地境界線において、臭気強度2.5以下、定格稼動時に下記
の悪臭物質濃度基準以下）

（５）

30以下
ダ イ オ キ シ ン 類 濃 度

ば い じ ん 濃 度
硫 黄 酸 化 物 濃 度
塩 化 水 素 濃 度
窒 素 酸 化 物 濃 度
一 酸 化 炭 素 濃 度

水 銀 濃 度

項 目

一 酸 化 炭 素 濃 度
ダ イ オ キ シ ン 類 濃 度
水 銀 濃 度

窒 素 酸 化 物 濃 度

ng-TEQ/Nm3

基準値
0.01以下
200以下
200以下
250以下

リサイクルプラント（資源物回収施設）の粉じん濃度基準

ppm

ppm
ppm
ppm

μg/Nm3

単位単位

g/Nm3

焼却プラントの排ガス基準（酸素濃度12%換算値）

0.05以下
50以下

基準値

g/Nm3

ppm
ppm
ppm
ppm

ng-TEQ/Nm3

μg/Nm3

(１）

0.9以下

イソ吉草酸

プ ロ ピ オ ン 酸

ppm

0.4以下

0.02以下
0.009以下
0.003以下

アセトアルデヒド

イ ソ 吉 草 酸

スチレン

ppm

メチルメルカプタン

0.001以下
0.0009以下
0.01以下

イ ソ ブ タ ノ ー ル
酢 酸 エ チ ル
メチルイソブチルケトン

0.05以下
0.05以下
0.009以下

ノルマル酪酸

0.01以下
0.009以下
0.005以下

メチルイソブチルケトン
トルエン

トリメチルアミン

硫化メチル

プロピオンアルデヒド
ノルマルブチルアルデヒド

イソバレルアルデヒド
イソブタノール

二硫化メチル

単位 基準値

硫化水素

単位

夜 間 （ 19 時 ～ ８ 時 ）

１以下
0.03以下

ノ ル マ ル 酪 酸
ノ ル マ ル 吉 草 酸

10以下

ノルマルバレルアルデヒド

キシレン

項目
ア ン モ ニ ア
メ チ ル メ ル カ プ タ ン
硫 化 水 素

dB

項目 単位

プロピオン酸
キ シ レ ン

イ ソ バ レ ル ア ル デ ヒ ド
ノルマルバレルアルデヒド

ト ル エ ン

硫 化 メ チ ル
二 硫 化 メ チ ル
ト リ メ チ ル ア ミ ン
ア セ ト ア ル デ ヒ ド
プ ロ ピ オ ン ア ル デ ヒ ド

イ ソ ブ チ ル ア ル デ ヒ ド
ノルマルブチルアルデヒド

イソブチルアルデヒド

３以下
１以下

酢酸エチル

夜 間 （ 19 時 ～ ８ 時 ） 60以下

項目 単位 基準値

（ ６時～８時）朝

基準値

mg/Nm3
単位

0.15以下

施 設 内 mg/Nm3 0.15以下

mg/m3 2.9以下

60以下
dB（A） dB（A）

項 目
ば い じ ん 濃 度
硫 黄 酸 化 物 濃 度
塩 化 水 素 濃 度

55以下（ 19 時 ～ 22 時 ）夕
（ ８時～19時）昼 間

55以下（ ６時～８時）

50以下（ 22 時 ～ ６ 時 ）夜 間

g/Nm3 0.1以下

項 目

有人室（労働環境衛生基
無人室（鉱物性粉じん）

集 じ ん 装 置 排 気 筒 出 口

処 理 棟 出 口 粉 じ ん 濃 度

基準値単位項目基準値単位項目

項 目 単位 基準値
処 理 棟 出 口 粉 じ ん 濃 度 mg/Nm3

施 設 内
有人室（労働環境衛生基 mg/Nm3

無人室（鉱物性粉じん） mg/m3

集 じ ん 装 置 排 気 筒 出 口 g/Nm3

昼 間 （ ８時～19時） 65以下 昼 間 （ ８時～19時）

朝

（ 22 時 ～ ６ 時 ）夜 間
（ 19 時 ～ 22 時 ）夕
（ ８時～19時）

基準値
アンモニア

基準値
１以下

0.002以下
0.02以下

ス チ レ ン

昼 間

ノルマル吉草酸

dB

項目
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参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

５ その他焼却プラントの基準

７　運転管理
・ ）

８　安全衛生管理（作業環境基準）
・

）
・

）
・

）
９　二酸化炭素排出削減の削減率

・ ）

・ ）

第４節　材料及び機器 ○要求水準書からの変更の有無　（ ）
１　使用材料規格

④ ）

第５節　試運転及び指導期間 ○要求水準書からの変更の有無　（ ）
１　試運転

）

）

）

２　運転指導
）

）日間以上

（１）

（２）

（３）

（５）

・試運転期間　（ ）日間以上

・試運転を行う事業者名　（

照度は照度基準JIS9110及び労働安全衛生規則第604条の規定する数値以上とす
ること。

（２）

・教育指導計画書の作成の有無

・運転指導期間　　（

・試運転期間中の記録作成の有無

・補修実施要領書の作成の有無

（１）

焼却主灰・飛灰のダイオキシン類含有基準

・方　　式

基準値基準値
３以下ダ イ オ キ シ ン 類 濃 度 ng-TEQ/g

項 目

竣工後の維持管理における材料及び機器等の調達については、速やかに調達で
きる体制を継続的に有する。

・管理区分

・数　　値　（

・管理区域

・削減率

・削減率

・体制を継続的に有する方法（

ng-TEQ/g

運転管理は全体フローの制御監視が可能な中央集中管理方式とすること。

作業環境の粉じんは第１管理区分以下とすること。

施設内作業におけるダイオキシン類は、第１管理区域の管理値（2.5pg-TEQ/m3
以下）とすること。

焼却プラント３%以上

リサイクルプラント３%以上

試運転の実施において支障が生じた場合は、本組合が現場の状況を判断し指示
する。工事請負事業者は試運転期間中の運転・調整記録を作成し、提出するこ
と。

工事請負事業者は本施設に配置される運営事業者の従事職員に対し、施設の円
滑な操業に必要な機器の運転管理及び取り扱い（点検業務を含む）について、
教育指導計画書に基づき必要にして十分な教育指導を行うこと。
　なお、教育指導計画書はあらかじめ工事請負事業者が作成し、本組合の承諾
を受けなければならない。

工事完了後、工期内に試運転を行うものとする。この期間は、単体機器調整、
空運転、負荷運転、性能試験及び性能試験結果確認を行うものとする。

補修に際しては、工事請負事業者はあらかじめ補修実施要領書を作成し、本組
合の承諾を得るものとする。

（１）

ダ イ オ キ シ ン 類 濃 度

試運転は、工事請負事業者が本組合とあらかじめ協議のうえ、作成した実施要
領書に基づき、工事請負事業者において運転を行うこと。

項 目 単位 単位

本工事の運転指導期間は試運転期間に行うものとするが、この期間以外であっ
ても教育指導を行う必要が生じた場合、又は教育指導を行うことがより効果が
上がると判断される場合には、本組合と工事請負事業者の協議のうえ、実施し
なければならない。
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参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

第６節　性能保証 ○要求水準書からの変更の有無　（ ）
１　保証事項

ア
①
・ ）

・ ）

②
・ ）

・ ）

・ ）

２　引渡性能試験
・

・

・ )

・ )

・ 性能保証事項に関する引渡性能試験方法（分析方法、測定方法、試験方法）は、そ
れぞれの項目ごとに関係法令及び規格等に準拠して行うものとする。ただし、該当
する試験方法のない場合は、最も適切な試験方法を本組合に提出し、承諾を得て実
施するものとする。

）日以上

作業環境基準

・引渡性能試験期間 （

・引渡性能試験期間 （ ）日以上

・予備性能試験成績書の作成の有無

引渡性能試験方法

ごみ処理能力
（参考測定）

(１)ごみ質分析方法
①採取場所
  ホッパステージ
②測定回数
  １日当たり１回×２日以上
③分析方法
「昭52.11.4 環境第95号厚生省環境衛生局水道環境
部環境整備課長通知」に準じ、監督員が指示する方
法及び実測値による。

(２)処理能力試験方法
　ごみ処理量はごみクレーンの荷重計による24時間
運転の積算値とする。
　ごみの投入は、一定した量を定期的に投入する
よう努め、一時的な過剰投入は行わない。

試験項目

工事期間中に引渡性能試験を行うものとする。
焼却プラントは、試験に先立って１日以上前から運転に入るものとし、引き続き処
理能力に見合った焼却量における試験を２日以上連続して行うものとする。
リサイクルプラント（資源物回収施設）の引渡性能試験期間は１日以上とする。

引渡性能試験の前に予備性能試験期間は焼却プラントが２日以上、リサイクルプラ
ント（資源物回収施設）が１日以上とする。

予備性能試験成績書は、試運転期間中の施設の処理実績及び運転データを収録及び
整理して作成することとするが、性能が発揮されない場合は、建設事業者の責任に
おいて対策を実施し、再試験を実施することとする。

工事請負事業者は、引渡性能試験を行うに当たって、あらかじめ本組合と協議のう
え、試験項目及び試験条件に基づいて試験の内容及び運転計画等を明記した引渡性
能試験要領書を作成し、本組合の承諾を得なければならない。

（２）
・引渡性能試験要領書の作成の有無

性能保証事項（２）

・性能を保証する手法等（

・性能を保証する手法等（

・性能を保証する手法等（

・性能を保証する手法等（

【焼却プラントの引渡性能試験方法】 【焼却プラントの引渡性能試験方法】
備考

　以下の項目について「第２節　計画主要目」に記載された数値に適合するこ
と。

ごみ処理能力及び公害防止基準等

備考

稼働条件（破砕基準、選別基準（破砕アルミ、不燃物、可燃物））

公害防止基準

作業環境基準

焼却プラント

リサイクルプラント（資源物回収施設）

公害防止基準

番号 番号

１１

試験項目

ごみ処理能力
（参考測定）

試験方法試験方法

・性能を保証する手法等（
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参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

敷地境界

試験項目 試験方法 備考

排
ガ
ス

５
悪
臭

【焼却プラントの引渡性能試験方法】 【焼却プラントの引渡性能試験方法】

６ 緊急作動試験

試験方法は本組合の承諾を得ること。

６ 緊急作動試験

悪
臭

番号

ばいじん
硫黄酸化物
塩化水素
窒素酸化物
ダイオキシ
ン類
一酸化炭素
水銀（目標
値）

２

(１)測定場所
　煙突測定口（定期検査時の測定位置確認）

(２)測定回数
　１日当たり１回×２日以上（各炉）

(３)測定方法は、以下による。
　ばいじんJIS Z8808
　硫黄酸化物JIS K0103
　塩化水素JIS K0107
　窒素酸化物 JIS K0104
　ダイオキシン類 JIS K0311
　一酸化炭素 JIS K0098
　粒子状水銀 JIS Z8808
　ガス状水銀 JIS K0222

硫黄酸化
物、塩化水
素の吸引時
間は、30分
/回以上と
する。
一酸化炭素
の吸引時間
は、4時間/
回以上とす
る。

焼却プラン
ト全炉とリ
サイクルプ
ラント（資
源物回収施
設）を同時
運転により
実施する。

(１)測定場所
　本組合の指定する場所（４箇所）

(２)測定回数
　各時間区分の中で１回以上

(３)測定方法は「騒音規制法」による。

騒音３

焼却プラン
ト全炉とリ
サイクルプ
ラント（資
源物回収施
設）を同時
運転により
実施する。

(１)測定場所
　本組合の指定する場所（４箇所）

(２)測定回数
　各時間区分の中で１回以上

(３)測定方法は「振動規制法」による。

振動４

番号 試験項目 試験方法 備考

２
排
ガ
ス

ばいじん
硫黄酸化物
塩化水素
窒素酸化物
ダイオキシ
ン類
一酸化炭素
水銀（目標
値）

３ 騒音

４ 振動

測定は、昼
及び清掃車
搬入終了
後、構内道
路を散水し
た状態で行
うものとす
る。
焼却プラン
ト全炉とリ
サイクルプ
ラント（資
源物回収施
設）を同時
運転により
実施する。

(１)測定場所
本組合の指定する場所（２箇所）

(２)測定回数
同一測定点につき１回以上

(３)測定方法は「悪臭防止法」及び「県条例」によ
る。

敷地境界 ５



【様式５－３】 （　6　/　41　）

参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

11 その他

７

11 その他

炉室、電気
関係諸室等
の室温測定
等本組合が
必要と認め

るもの

試験項目 試験方法

炉室、電気
関係諸室等
の室温測定
等本組合が
必要と認め

るもの

８
作業環境中の
粉じん濃度

(１)測定場所
　本組合の指定する場所（炉室、飛灰処理室）

(２)測定回数
　１日当たり１回×２日以上

(３)測定方法
　本組合の承諾を得ること。

８
作業環境中の
粉じん濃度

９

二酸化炭素
排出量の削減

率
10 10

二酸化炭素
排出量の削減

率

(１)二酸化炭素排出量の削減効果の検証方法は、
「廃棄物処理施設の基幹的設備改良マニュアル（令
和３年４月改定 環境省環境再生・資源循環局廃棄
物適正処理推進課）」による。

ガス冷却室等
外表面温度

測定場所、測定回数は本組合の承諾を得ること。

【焼却プラントの引渡性能試験方法】 【焼却プラントの引渡性能試験方法】
番号 試験項目 試験方法 備考

７

作業環境中の
ダイオキシン

類濃度

９
ガス冷却室等
外表面温度

番号

作業環境中の
ダイオキシン

類濃度

(１)測定場所
　本組合の指定する場所（炉室、飛灰処理室）

(２)測定回数
　１日当たり１回×２日以上

(３)測定方法
「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ば
く露対策要綱」別紙1「空気中のダイオキシン類濃
度の測定方法」(平成13年4月厚生労働省通達)によ
る。

備考
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参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

ごみ処理能力

(１)ごみ質
　組成、単位体積重量の確認を行う。

(２)運転時間
　原則として５時間とする。

(３)ごみ量
　　計量機の計測データとする。

(４)測定回数
　　各処理系統　１回×１日以上とする

計画値と単
位体積重量
が異なる場
合は、両者
の比率から
補正する。

番号 試験項目 試験方法

５

６

７

番号
【リサイクルプラント（資源物回収施設）の引渡性能試験方法】

４
排気口出口
粉じん濃度

４

１

５
作業環境中
粉じん濃度

６ 緊急作動試験

７
二酸化炭素
排出量の削減

率

(１)測定場所
集じん装置排気筒出口

(２)測定回数
１回×１日以上

(３)測定方法は本組合の承諾を得ること。

排気口出口
粉じん濃度

(１)測定場所
　処理棟出口、施設内（有人室、無人室）

(２)測定回数
　各１回×１日以上

(３)測定方法は本組合の承諾を得ること。

作業環境中
粉じん濃度

緊急作動試験

二酸化炭素
排出量の削減

率

(１)二酸化炭素排出量の削減効果の検証方法は、
「廃棄物処理施設の基幹的設備改良マニュアル（令
和３年４月改定 環境省環境再生・資源循環局廃棄
物適正処理推進課）」による。

試験方法は本組合の承諾を得ること。

備考

１ ごみ処理能力

計画値と単
位体積重量
が異なる場
合は、両者
の比率から
補正する。

２ 破砕基準

３

選
別
基
準

純度
(重量割合)
不燃粗大ご
み系統：
　鉄（参考

測定）
アルミ
不燃物
可燃物

回収率
（目標値）

破砕基準２

(１)採取場所
　破砕機出口

(２)測定回数
　１回×１日以上

(３)測定方法
　手分析による。

(１)採取場所
　各選別機出口

(２)測定回数
　各１回×１日以上

(３)測定方法
　手分析による。

純度
(重量割合)
不燃粗大ご
み系統：
　鉄（参考

測定）
アルミ
不燃物
可燃物

回収率
（目標値）

選
別
基
準

３

測定方法等は本組合の承諾を得ること｡

試験項目 試験方法 備考
【リサイクルプラント（資源物回収施設）の引渡性能試験方法】
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参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

第７節　契約の内容に適合しないもの ○要求水準書からの変更の有無　（ ）
１　契約不適合責任

ア

ア
イ

２　契約不適合確認検査
・ ）

）

・

・ ）

３　契約不適合確認要領書
・ ）

第９節　提出図書 ○要求水準書からの変更の有無　（ ）

第10節　検査及び試験 ○要求水準書からの変更の有無　（ ）

第12節　その他 ○要求水準書からの変更の有無　（ ）
３　施工

・ 安全管理計画書を作成し、提出する。

・ ）
）
）
）
）

）
４　予備品及び消耗品

（１）予備品
・

（２）消耗品
・

第２章　焼却プラント機械設備工事仕様
第１節　各設備共通仕様 ○要求水準書からの変更の有無　（ ）

１　歩廊・階段・点検床等

ア 〔グレーチング、必要に応じてチェッカープレート使用〕 〕
イ 主要部〔1,200〕mm以上

その他〔900〕mm以上
ウ 主要通路は〔45〕度以下

ア 鋼管溶接構造〔φ＝34㎜（25A）〕以上 〕
イ 階段部〔900〕㎜以上

その他〔1,100〕㎜以上

エ

オ

（１）

手摺（２）

設計基準（３）

・構造　〔
・幅　　　主要部　〔 〕mm
　　　　　その他　〔 〕mm
・階段傾斜角　　主要通路　〔 〕度階段傾斜角

構造
高さ

・構造　　鋼管溶接構造　　〔
・階段部　〔
　その他　〔

構造
幅

手摺りの支柱間隔は〔1,100〕mmとすること。

保険（４）

本施設の施工に際して、火災保険、組立保険、第三者損害保険、建設工事保険
及び労働災害保険等に加入すること。

・火災保険の有無　　　　　（
・組立保険の有無　　　　　（
・第三者損害保険の有無　　（
・建設工事保険の有無　　　（

正式引渡し後、１年間に必要とする数量を納入すること。 ・納入量　（ ）年間分

主要階段の傾斜面は、原則として水平面に対して45度以下とし、階段の傾斜
角、蹴上げ、踏み面等の寸法は、極力統一すること。

歩廊・階段・点検床及び通路

（１）

施工の契約不適合（２）

・契約不適合検査を実施する事業者名

・建築工事関係（建築機械設備）　　　　　　　　

・契約不適合担保期間　　　　　　　　　　　　　

・プラント設備工事関係　　　　　　　　　　　　 ）年
）年

・疑義発生時の契約不適合検査の実施の有無

・不適合確認要領書の作成の有無

契約不適合確認検査による契約不適合の判定は、契約不適合確認要領書により
行うものとする。契約不適合確認検査で契約不適合と認められる部分について
は、工事請負事業者の責任において改善、補修すること。

契約不適合確認検査に係る費用は、工事請負事業者の負担とする。

プラント設備工事関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １年
建築工事関係（建築機械設備）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　１年

本組合は、本工事に係る設備・機器等の性能、機能、耐用等疑義が生じた場合
は、工事請負事業者に対して契約不適合確認検査を行わせることができるもの
とする。工事請負事業者は、本組合と協議したうえで契約不適合確認検査を実
施し、その結果を報告すること。

工事請負事業者は、あらかじめ「契約不適合確認要領書」を本組合に提出し、
承諾を受ける。

・費用を負担する事業者名　（

 契約不適合担保期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10年
設計契約不適合責任

）年

・労働災害保険の有無　　　（
・その他加入する保険　　　（

〕㎜

・納入量　（正式引渡し後、１年間に必要とする数量を納入すること。

・安全管理計画書の作成の有無　（　　　　　　　　　　　　）

）年間分

・主要階段の傾斜面〔 〕度以下

・手摺りの支柱間隔〔 〕mm

〕mm
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参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

２　防熱、保温
・

・ 〕
・ 〕
・ 〕
・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〕

３　配管

４　塗装
・ ）

静水頭100m以下の水道
で主として給水に用い
る。

JIS
G3442

外装材：炉本体、集じん器等　　　　　　〔鋼板製〕

保温材：蒸気系　　　　　　　　　　　　〔ケイ酸カルシウム又はロックウール〕
保温材：水、空気、排ガス系　　　　　　〔グラスウール又はロックウール〕

・保温材　〔
・保温材　〔
・外装材　〔

炉本体、高温配管等人が触れ火傷するおそれのあるもの及び集じん器、風道、
煙道等低温腐食を生じる恐れのあるものについては、必ず防熱施工、保温施工
し、夏季において機器の表面温度を室温＋40℃以下とすること。

水道用亜鉛
メッキ鋼管

SGPW 排水系統

適用流体名

配管塗装のうち法規等で全塗装が規定されているもの以外は、識別リボン方式
とすること。

・方式　（

JIS
K6741

硬質ポリ塩
化ビニル管

HIVP
VP
VU

酸・アルカリ薬液系統
水道用上水系統

外装材：風道、煙道及び配管等　　　　　〔カラー鉄板、ステンレス鋼板、ア
　ガラスクロス〕

SGP＋樹脂
ライニング
（SGP-VA
VB SGP-PA
PB）

－

樹脂ライニ
ング鋼管

酸・アルカリ薬液系統
上水設備

JIS
G3452

配管用炭素
鋼鋼管

SGP-E
SGP-B

低圧蒸気系統
低圧復水系統
雑用空気系統
燃料油系統
排水・汚水系統

JIS
G3459

配管用ステ
ンレス鋼鋼
管

SUS304TP-A 温水系統
純水系統

JIS
G3457

配管用アー
ク溶接炭素
鋼鋼管

STPY400 低圧蒸気系統
排気系統

JFPS
1006

油圧配管用
精密炭素鋼
鋼管

OST-2 高圧油系統

規格

圧力配管用
炭素鋼鋼管

高圧油系統STPG370S
Sch140

圧力配管用
炭素鋼鋼管

JIS
G3454

圧力20.6MPa以下の高圧
配管に使用する。

JIS
G3452

配管用炭素
鋼鋼管

SGP
SGP-ZN

工業用水系統
冷却水系統
計装用空気系統

高圧蒸気系統
高圧ボイラー給水系統
ボイラー薬液注入系統
高圧復水系統

名称 材質記号 適用流体名

JIS
G3454

STPG370S
Sch40

JIS
G3454
JIS
G3455

圧力配管用
炭素鋼鋼管
高圧配管用
炭素鋼鋼管

STPG370S
STS
Sch80

高圧油系統

圧力980kPa以上の中・
高圧配管に使用する。

圧力4.9～13.7MPaの高
圧配管に使用する。

備考 材質記号

使用流体に適したライ
ニングを使用する（ゴ
ム・ポリエチレン・塩
化ビニル等）。

圧力980kPa未満の左記
系統の配管に使用す
る。

圧力980kPa未満の一般
配管で亜鉛メッキ施工
の必要なものに使用す
る。

圧力980kPa未満の大口
径配管に使用する。

圧力980kPa未満の一般
配管に使用する。

圧力34.3MPa以下の高圧
配管に使用する。

備考

・外装材　〔

・表面温度　室温＋〔 〕℃

規格 名称
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参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

５　機器構成
）

）
）

）

）

）

６　地震対策

）

）

）

７　その他
）

）

）

第２節　受入供給設備 ○要求水準書からの変更の有無　（ ）
１　トラックスケール

）

ア トラックスケール　　　　　１基

ア
イ
ウ

）
〕

ア 〕
イ

・有効高さ〔 〕m

必要な箇所に荷役用ハッチ、電動ホイスト等を必要に応じて設けること。

道路を横断する配管、ダクト類は、道路面からの有効高さを４m（消防との協
議）以上とすること。

交換部品重量が100kgを超える機器の上部には、必要に応じて吊フック、ホイス
ト及びホイストレールを設置すること。

労働安全上危険と思われる場所には、安全標識をJISZ9101により設けること。

（３）

（４）

（５） 可燃性ガスの発生する恐れがある箇所には、防爆対策を十分に行うとともに、
爆発に対しては、爆風を逃がせるよう配慮し、二次災害を防止すること。

・対策　（

・防液堤容量　（

・フレシキブルジョイント設置の有無

・防液堤容量　（

〕㎜

工事範囲

工事内容（２）

・工事内容の変更の有無　　（【工事内容】

〕基

塩酸、苛性ソーダ及びアンモニア水等の薬液貯槽の設置については薬液種別毎
に必要な容量の防液堤を設けること。

電源あるいは計装用空気源が断たれたときは、各バルブ・ダンパ等の動作方向
はプロセスの安全サイドに働くようにすること。

・対策　（ベルトコンベヤを採用する場合、機側には緊急停止装置（引き綱式等）等安全
対策を講じること。

【工事仕様】

信号灯

灯油、軽油及び重油等のタンク（貯留タンク、サービスタンク）には必要な容
量の防液堤を設けること。
また、タンクからの移送配管は地震等により、配管とタンクとの結合部分に損
傷を与えないようフレシキブルジョイントを必ず設けること。

（１）

（１）

（２）
（３）

（４）

（６）

主要な機器の運転操作は、必要に応じて切換方式により中央制御室から遠隔操
作と現場操作が可能な方式とすること。

粉じんが発生する箇所には、集じん装置や散水装置を設ける等適切な防じん対
策を講じ、作業環境の保全に配慮すること。

（２）

振動・騒音の発生する機器には、防振・防音対策に十分に配慮すること。

・方式　（

・対策　（
・対策　（

・対策　（臭気が発生する箇所には、負圧管理、密閉化等適切な臭気対策を講ずること。

指定数量以上の灯油、軽油及び重油等の危険物は、危険物貯蔵所に格納するこ
と。

（１）

（２）

（３）

（４）

信号灯を更新すること。

信号灯スタンドは、既設流用とする。
信号灯のLED化及び寸法の変更（既設φ120㎜からφ150㎜へ改修する）を行うこと。

（１） 〔鋼板製スタンド形〕
（２）
（３） 主要項目（１基につき）

形式
数量

（１）

信号灯寸法

〔２〕基

〔LED照明〕
〔φ150㎜〕

・工事仕様の変更の有無　　（
・形式　　〔
・数量　　〔

・形式　　〔
・寸法

・対策　（

・対策　（

・対策　（



【様式５－３】 （　11　/　41　）

参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

２　ごみクレーン
）

ア ごみクレーン   　　　　　２基

ア
イ
ウ
エ
オ

）

形式 〔クラブバケット付き天井走行クレーン〕 〕
数量 〔２〕基（同時可動可能）

ア
〔　　　〕V 〕V

〔　　　　　　　〕 〕
〔　　　　　　　〕 〕
〔　　　　　　　〕 〕
－

３　ごみ供給コンベア
）

ア ごみ供給コンベヤ   　　　２基

ア
イ

）

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

・工事仕様の変更の有無　　（

【工事内容】

【工事仕様】

【工事仕様】

【工事内容】

〔　〕

（１） 工事範囲

（２） 工事内容
テール部側（従動、下部ベンド、立上り傾斜部）のコンベヤケースを更新すること。

ホッパ及び駆動部側ケース（駆動部、上部水平、上部ベンド、上部ベンドに接
する傾斜部）、コンベヤチェーン・エプロンは、既設流用とする。

〔　　〕

ブレーキ 台数
〔　　〕 〔　〕
〔　　〕 〔　〕
〔　　〕 〔　〕

台数
走 行 用 〔　　〕 〔　　〕kW×〔　〕P 〔　〕
横 行 用 〔　　〕 〔　　〕kW×〔　〕P 〔　　〕 〔　　〕 〔　〕

・工事内容の変更の有無　　（

・工事内容の変更の有無　　（

巻 上 下 用 上〔　　〕下〔　　〕 〔　　〕kW×〔　〕P 〔　　〕 〔　　〕

・形式　〔

・工事仕様の変更の有無　　（

・電圧　〔

〕基

・走行　〔
・横行　〔
・巻上　〔

速度（m/min） 出力（kW） ED（％） ブレーキ
〔　　〕 〔　　〕

（１）
（２）
（３） 主要項目（１基につき）

・数量　〔

（１） 工事範囲

（２） 工事内容
巻上装置本体（巻上ドラム、減速機、ケーブルリール）を更新すること。
横行装置本体（車輪、駆動軸、従動軸、伝導軸）を更新すること。
走行装置本体（車輪）を更新すること。
巻上装置、横行装置、走行装置の電動機は、高効率電動機を採用すること。
ガータ、トロリ、油圧バケットは、既設流用とする。

走 行 用
横 行 用
巻 上 下 用

速度（m/min）
〔　　〕
〔　　〕

上〔　　〕下〔　　〕

出力（kW）
〔　　〕kW×〔　〕P

所要電動機
電圧
速度制御方式
　走行
　横行
　巻上
　開閉 

〔　　〕kW×〔　〕P
〔　　〕kW×〔　〕P

ED（％）
〔　　〕
〔　　〕

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。



【様式５－３】 （　12　/　41　）

参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

第３節　燃焼ガス冷却設備 ○要求水準書からの変更の有無　（ ）
１　ガス冷却室

）

ア ガス冷却室　　　　 ２基

ア

イ
ウ

）

形式 〔完全蒸発型水噴射式（別置型）〕 〕
数量 〔２〕基

ア 〔　　　　　〕m3

イ 〔　　　　　〕kJ/m3・h（高質ごみ時）
ウ 〔　　　　　〕Nm3/h
エ 〔　　　〕～〔　　　〕℃
オ  約〔　　　〕℃ 〕℃
カ  内寸〔　　　〕m×高さ〔　　　〕m

 外寸〔　　　〕m×高さ〔　　　〕m
〔 〕m 〕m

キ 〔　　　　　　　　　　　　　　　　〕＋
〔　　　　　　　　　　　　　　　　〕＋
〔　　　　　　　　　　　　　　　　〕 〕

ク 〔　　　　　　　　　　　　　　　　〕 〕

２　噴射水加圧ポンプ
）

ア 噴射水加圧ポンプ　　　　 ３基（内１基予備）

ア
イ
ウ

）

〕m

・ライニング 〕＋
〕＋

・ケーシング

　　　　　　　　　外寸〔 〕m×高さ〔
下部ケーシング寸法 径3.6m→　〔

　
 

主要項目（１基につき）
冷却室容積
蒸発熱負荷（最大）
処理ガス量（最大）
入口ガス温度 
出口ガス温度
主要寸法

ライニング

ケーシング

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

・形式　〔
・数量　〔 〕基

・冷却室容積 〕m3

・蒸発熱負荷（最大） 〕kJ/m3・h（高質ごみ時）
・処理ガス量（最大）
・入口ガス温度
・出口ガス温度　　　 約
・主要寸法　　　　 内寸

　　 〕Nm3/h
〕～〔 〕℃

〕m×高さ〔 〕m

ケーシング本体の改修（下部ケーシング径を拡大し、蒸発効率を上げることにより
通気圧損を低減する）すること。

ケーシング改修に伴い、耐火物を更新すること。
ガス冷却室噴射ノズルは、既設流用とする。

【工事仕様】

（２）
（３）

 下部ケーシング寸法 径3.6m→

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

【工事内容】
（１） 工事範囲

（２） 工事内容

ポンプの電動機は、高効率電動機を採用すること。
ガス冷却水噴霧用バルブスタンド及び配管は、既設流用とする。

噴射水加圧ポンプ１式を更新すること。

【工事仕様】

【工事内容】

（１）

（１） 工事範囲

（２） 工事内容



【様式５－３】 （　13　/　41　）

参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

第４節　排ガス処理設備 ○要求水準書からの変更の有無　（ ）
１　ろ過式集じん器

）

ア ろ過式集じん器　　　 ２基

ア
イ
ウ
エ
オ

）

２　飛灰搬出装置
）

ア 飛灰搬出装置 ２基

ア

）

ダブルダンパ
ア 形式 〔　　　　　　　〕 〕
イ 数量 〔　　〕基
ウ 主要項目（１基につき）

能力 〔　　　〕t/h
主要寸法 〔　　　〕㎜×〔　　　〕㎜
主要部材質 〔　　　　　　　　　　　　〕　　　 〕
電動機 〔　　　〕kW×P
飛灰搬送コンベヤ

ア 形式 〔　　　　　　　〕 〕
イ 数量 〔　　〕基
ウ 主要項目（１基につき）

能力 〔　　　〕t/h
主要寸法 〔　　　〕㎜×〔　　　〕㎜
主要部材質 〔　　　　　　　　　　　　〕　　　 〕
電動機 〔　　　〕kW×P

・数量　〔 〕基

・能力　　　　 〔 〕t/h
・主要寸法 　　〔 〕㎜×〔 〕㎜
・主要部材質 　〔 　　
・電動機　　　 〔 〕kW×P

・能力　　　　 〔 〕t/h
・主要寸法 　　〔
・主要部材質 　〔
・電動機　　　 〔

〕㎜
　　

〕kW×P

・形式　〔

【工事内容】
（１） 工事範囲

（２） 工事内容

既設の空気輸送式からダブルダンパ及びコンベヤ化による省エネ搬送方式に
改修すること。

【工事仕様】

（１）

（２）

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

・形式　〔
・数量　〔 〕基

〕㎜×〔

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

本体ケーシング更新範囲のヒータを更新すること。
ロータリースクレーパを更新すること。
ロータリースクレーパの電動機は、高効率電動機を採用すること。

【工事仕様】

【工事内容】
（１） 工事範囲

（２） 工事内容

本体ケーシングの一部（クリーンルーム、下部ホッパ）を更新すること。
クリーンルーム更新に伴い、内部噴射管を更新すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。



【様式５－３】 （　14　/　41　）

参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

３　消石灰供給装置
）

ア 消石灰供給装置　　 １式
　切出装置 ２基
　撹拌機 １基

ア
イ
ウ
エ

）

４　消石灰・活性炭圧送用ブロワ
）

ア 消石灰・活性炭圧送用ブロワ　 ３基（内１基共通予備）

ア
イ
ウ

）

・工事仕様の変更の有無　　（

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

【工事内容】
（１） 工事範囲

（２） 工事内容

消石灰・活性炭圧送用ブロワ１式を更新すること。
ブロワの電動機は、高効率電動機を採用すること。
輸送管（ホース）及び噴射ノズルは、既設流用とする。

【工事仕様】

【工事内容】 ・工事内容の変更の有無　　（
（１） 工事範囲

（２） 工事内容

消石灰供給装置１式を更新すること。
任意に切出量が設定でき安定した供給ができる構造とすること。
供給装置の電動機は、高効率電動機を採用すること。
輸送管（ホース）は、既設流用とする。

【工事仕様】

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。



【様式５－３】 （　15　/　41　）

参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

５　活性炭供給装置
）

ア 活性炭供給装置 １式
　切出装置 ２基
　撹拌機 １基

ア
イ
ウ
エ

）

第５節　通風設備 ○要求水準書からの変更の有無　（ ）
１　燃焼用送風機

）

ア 燃焼用送風機 ２基

ア
イ

）

（１） 工事範囲

（２） 工事内容
燃焼用送風機１式を更新すること。
送風機の電動機は、高効率電動機を採用すること。

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（【工事仕様】

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

【工事内容】

活性炭供給装置１式を更新すること。
任意に切出量が設定でき安定した供給ができる構造とすること。

（１） 工事範囲

（２） 工事内容

供給装置の電動機は、高効率電動機を採用すること。

【工事仕様】

輸送管（ホース）は、既設流用とする。

【工事内容】

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。



【様式５－３】 （　16　/　41　）

参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

２　減温用送風機
）

ア 減温用送風機 ２基

ア
イ

）

３　誘引通風機
）

ア 誘引通風機 ２基

ア
イ

）

４　燃焼用空気予熱器
）

ア 燃焼用空気予熱器 ２基

ア
イ
ウ

）

・工事内容の変更の有無　　（

送風機の電動機は、高効率電動機を採用すること。

【工事仕様】

【工事内容】
（１）

・工事仕様の変更の有無　　（

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

【工事内容】
（１） 工事範囲

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

【工事内容】
（１） 工事範囲

（２） 工事内容

誘引通風機１式を更新すること。

燃焼用空気予熱器の形式は二重管式とすること。

【工事仕様】

伝熱部は耐食性を有した材質を用いるともにに排ガス接触側には不定形耐火物
施工を行うこと。

工事範囲

（２） 工事内容

燃焼用空気予熱器１式を更新すること。

減温用送風機１式を更新すること。
送風機の電動機は、高効率電動機を採用すること。

【工事仕様】

（２） 工事内容

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。



【様式５－３】 （　17　/　41　）

参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

５　減温用空気予熱器
）

ア 第１減温用空気予熱器 ２基
イ 第２減温用空気予熱器 ２基
ウ 第３減温用空気予熱器 ２基
エ 予熱空気混合器 ２基

ア

イ
ウ

）

６　煙道
）

ア 第２上部煙道 ２基
イ 第３上部煙道 ２基
ウ 第１空気予熱器下部煙道 ２基
エ 第２空気予熱器下部煙道 ２基
オ ガス冷却室からろ過式集じん器煙道 ２基
カ 過式集じん器温風循環煙道 ２基

（クリーンルームから温風循環ファン入口）
キ ろ過式集じん器から触媒反応塔煙道 ２基

（触媒反応塔バイパス含む）
ク 触媒反応塔から誘引通風機煙道 ２基
ケ 誘引通風機から煙突（煙突入口まで）煙道 ２基

ア
イ

）・工事仕様の変更の有無　　（

【工事内容】 ・工事内容の変更の有無　　（
（１） 工事範囲

（２）

・工事仕様の変更の有無　　（

【工事内容】 ・工事内容の変更の有無　　（

減温用空気予熱器１式（第１から第３減温用空気予熱器及び予熱空気混合
器）を更新すること

減温用空気予熱器の伝熱部は耐食性を有した材質を用いるともに排ガス接触
側（予熱器上部及び下部の一部）には不定形耐火物施工を行うこと。

（１） 工事範囲

（２） 工事内容

機器更新に伴う範囲の煙道を更新すること。

【工事仕様】

第２、３上部煙道及び第１、２空気予熱器煙道については、排ガス接触部に不
定形耐火物施工を行うこと。

工事内容

第１から第３減温用空気予熱器の形式は二重管式とする。

【工事仕様】

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
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参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

７　ダンパ類
）

ア 誘引通風機入口用 ２基
（φ850 電油操作器式）

イ 触媒反応塔入口用 ２基
（φ830 空気式）

ウ 触媒反応塔出口用 ２基
（φ830 空気式）

エ 触媒反応塔バイパス用 ２基
（φ830 空気式）

オ 燃焼用送風機入口 ２基
（φ550 コントロールモータ式）

カ 減温用送風機入口 ２基
（φ800 コントロールモータ式） 

ア
イ

）

８　伸縮継手
）

ア 燃焼用送風機入口側及び出口側用 ２基
イ 減温用送風機入口側及び出口側用 ２基
ウ 誘引通風機入口側及び出口側用 ２基
エ 予熱空気混合器出口側用 ２基
オ 煙道用（第２上部煙道から煙突） ２基
カ 風道用（減温用空気予熱器） ２基

ア

）

工事内容

誘引通風機入口用ダンパは、電油操作器を含む。

【工事仕様】 ・工事仕様の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

・工事内容の変更の有無　　（

【工事内容】 ・工事内容の変更の有無　　（
（１） 工事範囲

【工事内容】

（２） 工事内容

機器更新及び煙道更新に伴う範囲の伸縮継手を更新すること。

【工事仕様】

機器更新及び煙道更新に伴う範囲のダンパを更新すること。

（１） 工事範囲

（２）

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。



【様式５－３】 （　19　/　41　）

参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

９　サイレンサ
）

ア サイレンサ ２基

ア

）

第６節　灰出し設備 ○要求水準書からの変更の有無　（ ）
１　燃焼用空気予熱器下部ダスト搬送装置

）

ア 燃焼用空気予熱器下部ダスト破砕機 ２基
イ 燃焼用空気予熱器下部テーブルフィーダ ２基
ウ 燃焼用空気予熱器二重ゲート ２基

ア

イ
ウ
エ

）

【工事内容】 ・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

（１） 工事範囲

（２） 工事内容

サイレンサ１式を更新すること。

【工事仕様】

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

過剰動力を削減するためにダスト破砕機本体を撤去し、シュートを取り付けるこ
と。

・工事仕様の変更の有無　　（

【工事内容】
（１） 工事範囲

（２） 工事内容

【工事仕様】

燃焼用空気予熱器下部テーブルフィーダを更新すること。
テーブルフィーダ更新に伴い、二重ゲート本体を更新すること。
テーブルフィーダの電動機は、高効率電動機を採用すること。

・工事内容の変更の有無　　（

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。



【様式５－３】 （　20　/　41　）

参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

２　減温用空気予熱器下部ダスト搬送装置
）

ア 減温用空気予熱器下部ダスト破砕機 ２基
イ 減温用空気予熱器下部テーブルフィーダ ２基
ウ 減温用空気予熱器二重ゲート ２基

ア

イ
ウ
エ

）

３　第１ダストコンベヤ
）

ア 第１ダストコンベヤ ２基

ア
イ

）

【工事仕様】

過剰動力を削減するためにダスト破砕機本体を撤去し、シュートを取り付けるこ
と。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

【工事仕様】

（２） 工事内容
第１ダストコンベヤ１式を更新すること。
コンベヤの電動機は、高効率電動機を採用すること。

減温用空気予熱器下部テーブルフィーダを更新すること。
テーブルフィーダ更新に伴い、二重ゲート本体を更新すること。
テーブルフィーダの電動機は、高効率電動機を採用すること。

【工事内容】
（１） 工事範囲

【工事内容】
（１） 工事範囲

（２） 工事内容

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

・工事内容の変更の有無　　（

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。



【様式５－３】 （　21　/　41　）

参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

４　第２ダストコンベヤ
）

ア 第２ダストコンベヤ １基

ア
イ
ウ

）

形式 〔　　　　　　　〕 〕
数量 １基
主要項目

ア 主要寸法

５　第３ダストコンベヤ
）

ア 第３ダストコンベヤ １基

ア
イ

）

６　ダスト破砕機
）

ア ダスト破砕機 １基

ア

【工事内容】
（１） 工事範囲

（２） 工事内容

第２ダストコンベヤ１式を更新すること。
コンベヤの電動機は、高効率電動機を採用すること。

【工事仕様】

ダスト破砕機撤去に伴い、コンベヤ機長立ち上がり部を短縮する。

（１）
（２）
（３）

幅〔　　　〕m×長さ（垂直方向）〔　　　〕m、

コンベヤの電動機は、高効率電動機を採用すること。

【工事仕様】

・工事内容の変更の有無　　（

・主要寸法 　幅〔

・工事内容の変更の有無　　（

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

・形式　 　〔

〕m×長さ（垂直方向）〔 〕m、
　（水平方向）〔 〕m

【工事内容】
（１） 工事範囲

（２） 工事内容

第３ダストコンベヤ１式を更新すること。

（水平方向）〔　　　〕m

（２） 工事内容

過剰動力を削減するためにダスト破砕機を撤去すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

【工事内容】
（１） 工事範囲



【様式５－３】 （　22　/　41　）

参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

７　ガス冷却室下部ダスト搬送装置
）

ア ガス冷却室下部ダスト搬送装置 ２基

ア
イ
ウ

エ

）

第７節　給排水設備 ○要求水準書からの変更の有無　（ ）
１　プラント冷却水冷却塔

）

ア プラント冷却水冷却塔 １基

ア
イ

）

第８節　電気設備 ○要求水準書からの変更の有無　（ ）
１　電気方式 ）

受電電圧
配電方式及び電圧

ア
イ
ウ
エ
オ

カ 操作回路

キ 交流単相２線式

交流３相３線式
交流３相３線式 210V
交流単相２線式 210V-105V
交流単相２線式

直流

（２）

・工事内容の変更の有無　　（

工事内容

ダスト搬送装置のロータリースクレーパを更新すること。
ダスト搬送装置のスクリューコンベアを更新すること。

【工事仕様】

ロータリースクレーパ及びスクリューコンベヤの電動機は、高効率電動機を採
用すること。

ロータリースクレーパ及びスクリューコンベヤの更新に伴い、二重ダンパを更
新すること。

プラント冷却水冷却塔１式を更新すること
冷却塔の電動機は、高効率電動機を採用すること。

【工事仕様】

（１）
（２）

プラント動力
受電電圧

【工事内容】
（１） 工事範囲

【工事内容】
（１） 工事範囲

（２） 工事内容

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

6.6kV、60Hz、１回線

6.6kV

交流３相３線式

交流３相３線式
400V交流３相３線式
210V

100V

100V

24V

建築動力
保守用動力
照明、計装

コンセント

交流単相２線式 100V

・工事仕様の変更の有無　　（

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

・電気方式の変更の有無　　（



【様式５－３】 （　23　/　41　）

参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

２　受変電設備
）

ア 高圧受電盤 １面
イ 高圧進相コンデンサ盤 １面
ウ 高圧配電盤（１） １面
エ 高圧配電盤（２） １面
オ プラント動力配電盤 １面
カ 照明配電盤 １面
キ 建築動力配電盤 ２面
ク 保安動力配電盤 １面

ア

イ
ウ

エ
オ
カ

）

高圧進相コンデンサ盤の真空コンタクタ・進相コンデンサ・高圧リアクトルを更新
すること。

高圧配電盤（１）の真空遮断器・過電流継電器を更新すること。

盤本体及び盤内配線は、既設流用とすること。

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

【工事内容】
（１） 工事範囲

（２） 工事内容

高圧受電盤の真空遮断器・不足電圧継電器・過電流継電器を更新すること。

【工事仕様】

照明配電盤・建築動力配電盤・プラント動力配電盤・保安動力配電盤のトランス６
台を更新すること

高圧配電盤（２）の真空遮断器・地絡方向継電器・過電流継電器を更新すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。



【様式５－３】 （　24　/　41　）

参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

３　動力制御盤
）

ア １号動力制御盤 １面
イ ２号動力制御盤 １面
ウ 共通動力制御盤 １面
エ 有害ガス除去装置制御盤 １面
オ ろ過式集じん器制御盤 ２面

ア
イ

ウ
エ

）

４　保安配電盤
）

ア 保安配電盤 １面

ア
イ

）

消石灰及び活性炭供給装置改修に伴い、有害ガス除去装置制御盤内のインバータを
更新すること。

飛灰搬出装置形式変更に伴い、ろ過式集じん器制御盤を改造すること。
盤本体及び盤内配線は、既設流用とする。

【工事仕様】

工事内容

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

【工事内容】
（１） 工事範囲

（２） 工事内容

電源切替開閉器１台を更新すること。
盤本体及び盤内配線は、既設流用とする。

【工事仕様】 ・工事仕様の変更の有無　　（

・工事内容の変更の有無　　（

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

【工事内容】
（１） 工事範囲

機器容量変更に伴い、動力制御盤を改造すること。

（２）



【様式５－３】 （　25　/　41　）

参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

５　誘引通風機制御盤
）

ア １号誘引通風機制御盤 １面
イ ２号誘引通風機制御盤 １面

ア
イ

）

６　減温用及び燃焼用送風機制御盤
）

ア １号減温用送風機制御盤 １面
イ ２号減温用送風機制御盤 １面
ウ １号燃焼用送風機制御盤 １面
エ ２号燃焼用送風機制御盤 １面

ア
イ
ウ

）

（２） 工事内容
減温用送風機更新に伴い、減温用送風機制御盤内を改造すること。

【工事内容】
（１） 工事範囲

工事範囲

（２） 工事内容

誘引通風機更新に伴い、誘引通風機制御盤内のインバータを更新すること。
盤本体及び盤内配線は、既設流用とする。

【工事仕様】

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

【工事内容】
（１）

【工事仕様】

盤本体及び盤内配線は、既設流用とする。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

燃焼用送風機更新に伴い、燃焼用送風機制御盤ないのインバータを更新すること。



【様式５－３】 （　26　/　41　）

参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

７　ごみクレーン制御盤
）

ア ごみクレーン制御盤 １式

ア

イ

）

８　電動機
定格

・
〕

電動機の種類
・ 回転電気機械通則 〕
・ 一般用低圧三相かご形誘導電動機 〕
・ JISC4212 高効率低圧三相かご形誘導電動機 〕
・ JISC4213 低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ 〕
・ 誘導機 〕
・ クレーン用全閉形巻線形低圧三相誘導電動機 〕

電動機の始動方法
・

〕

９　電気工事
使用ケーブル

ア 高圧ケーブル
〕

イ 低圧ケーブル

〕
ウ 制御ケーブル

〕
エ 接地線 〕
オ 照明

〕
配管材料

ア ケーブルダクト 〕
イ ケーブルラック 〕
ウ 電線管 〕
エ 地中埋設配管 〕
オ 可とう電線管 〕

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル
（CVケーブル、CVTケーブル）又は同等品以上
600Vビニル絶縁ビニルシース電力ケーブル（CVVケーブル）
又は同等品以上

（１）

（２）

電動機の定格電圧及び定格周波数は電気方式により計画するものとし、汎用
性、経済性及び施工の容易さ等を考慮して選定すること。

JISC4034
JISC4210

JEC2137
JEM1202

・工事仕様の変更の有無　　（

（３）
原則として、直入始動とするが、始動時における電源への影響を十分考慮し
て、始動方法を決定する。

（３）

・JEM1202　　  〔

・始動方法　 　〔

・定格 〔

・高圧ケーブル 〔　6kV架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル
（CVケーブル、CVTケーブル）又は同等品以上

・低圧ケーブル 〔　

・制御ケーブル 〔　

・接地線　　　 〔　

・工事内容の変更の有無　　（

・JISC4034　　 〔
・JISC4210　　 〔
・JISC4212　　 〔
・JISC4213　　 〔
・JEC2137　 　 〔

【工事内容】
（１） 工事範囲

（２） 工事内容

盤本体及び盤内配線は、既設流用とする。

【工事仕様】

ごみクレーン機械部品（巻上・横行・走行装置）更新に伴い、ごみクレーン制
御盤内のインバータを更新すること。

・照明　　　　 〔　600V平形２芯ビニル絶縁ビニルシースケーブル
（VVFケーブル）又は同等品以上

・ケーブルダクト〔鋼板製、溶融亜鉛メッキ製、高耐食性メッキ鋼板製
アルミ製、溶融亜鉛メッキ製、高耐食性メッキ鋼板製

金属管、合成樹脂管、波付高質ポリエチレン管
ビニル被覆付プリカチューブ、プラントチューブ

・ケーブルラック〔

600Vビニル絶縁ビニルシース電力ケーブル（CVVケーブル）
又は同等品以上

・電線管　　　　〔
・地中埋設配管　〔
・可とう電線管  〔

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

厚鋼電線管、薄鋼電線管、ねじなし電線管、硬質ビニル管

600Vビニル電線（IV電線）又は同等品以上

（４）
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参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

第９節　計装設備 ○要求水準書からの変更の有無　（ ）
１　情報処理・監視システム

）

ア 情報処理・監視システム １面
イ 通信モジュール １式

ア

イ
ウ

エ

）

２　ITV装置
）

ア プラットホーム用 １台
イ ダンピングボックス用 １台
ウ 投入シュート用 ２台
エ ごみホッパ用 ２台
オ 焼却炉用 ２台
カ 煙突用 １台
キ 外構（１－４）用 ４台

ア
イ

）

【工事内容】
（１）

本工事による機器構成の変更に伴い、情報・監視システムのソフトウェアの修
正を行うこと。

通信モジュール（PIO入出力ベース・モジュール）15台の更新を行うこと。

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

【工事内容】
（１） 工事範囲

（２） 工事内容

【工事仕様】

コンソール用デスク、キュービクル、通信ケーブルは、既設流用とする。

情報処理・監視システムのハード機器（オペレーターズコンソール、プリンタ、帳
票計算機、通信機器）を最新機種に更新すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

工事範囲

（２） 工事内容

カメラ取付用台座、映像切替器、モニタは、既設流用とする。

【工事仕様】

カラーカメラ本体13台の更新を行うこと。
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参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

３　計装機器
）

ア 計装機器 24基（１系列12基）
空気予熱器ガス温度計 ２基
ガス冷入口ガス温度計 ２基
集じん器入口ガス温度計 ２基
煙突入口ガス温度計 ２基
触媒反応塔温度計 ２基
触媒反応塔入口温度計 ２基
触媒反応塔出口温度計 ２基
ガス冷入口圧力発信器 ２基
誘引通風機入口圧力発信器 ２基
触媒反応塔差圧発信器 ２基
排ガス流量計 ２基
ガス冷噴霧水流量計 ２基

ア

）

４　計装工事
配線材料

ア 電源回路 600V　CVケーブル又は同等品以上 〕
イ 制御回路 600V　CVVケーブル又は同等品以上 〕
ウ 誘導障害のある回路 CVV-Sケーブル又は同等品以上 〕
エ ITV映像信号回路 同軸ケーブル又は同等品以上 〕
オ 熱電対からの温度回路 各種補償導線 〕
カ 計算機へ至る回路 通信用ケーブル 〕
キ 周囲温度の高い箇所の配線 耐熱電線又は耐熱ケーブル 〕

ケーブルの接続
原則としてケーブル相互の接続は避けること。 〕

（２）

（４）

・工事仕様の変更の有無　　（

【工事内容】
（１） 工事範囲

・工事内容の変更の有無　　（

・周囲温度の高い箇所の配線〔
・計算機へ至る回路　　　　〔
・熱電対からの温度回路　　〔
・ITV映像信号回路　　　　 〔
・誘導障害のある回路      〔
・制御回路                〔
・電源回路　　　　　　　　〔

（５）
・ケーブルの接続　　　　　〔

改修及び更新機器に付帯する計装機器（熱電対、差圧発信機等）の更新を行うこ
と。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

工事内容

【工事仕様】
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参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

第３章　リサイクルプラント（資源物回収施設）機械設備工事仕様
第１節　各設備共通設備 ○要求水準書からの変更の有無　（ ）
　　 「第２章　焼却プラント機械設備工事仕様の第１節 各設備共通仕様」に準じること。
　
第２節　受入供給設備 ○要求水準書からの変更の有無　（ ）

１　粗大ごみ受入コンベヤ
）

ア 粗大ごみ受入コンベヤ １基

ア
イ
ウ

）

２　不燃ごみ受入コンベヤ
）

ア 不燃ごみ受入コンベヤ １基

ア
イ
ウ

）

【工事内容】
工事範囲

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

（２） 工事内容

コンベヤの電動機は、高効率電動機を採用すること。
コンベヤ本体、カバー、エプロンパン・チェーンは、既設流用とする。

【工事仕様】

電動機を更新すること。

【工事内容】
（１） 工事範囲

（２） 工事内容

エプロンパン、チェーン、減速機を更新すること。
コンベヤの電動機は、高効率電動機を採用すること。
コンベヤ本体、カバーは、既設流用とする。

（１）

【工事仕様】

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
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参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

３　不燃ごみ供給コンベヤ
）

ア 不燃ごみ供給コンベヤ １基

ア
イ
ウ

）

第３節　破砕設備 ○要求水準書からの変更の有無　（ ）
１　粗破砕機

）

ア 粗破砕機 １基

ア
イ
ウ

）

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

【工事内容】
（１） 工事範囲

（２） 工事内容

エプロンパン、チェーン、減速機を更新すること。
コンベヤの電動機は、高効率電動機を採用すること。
コンベヤ本体、カバーは、既設流用とする。

【工事仕様】

【工事内容】
（１） 工事範囲

（２） 工事内容

駆動部、２軸本体、リッパーホイール、油圧装置のポンプを更新すること
油圧装置の電動機３台は、高効率電動機を採用すること。
本体は、既設流用とする。

【工事仕様】

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
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参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

２　回転式破砕機
）

ア 回転式破砕機 １基

ア

イ
ウ

）

３　可燃性粗破砕機
）

ア 可燃性粗破砕機 １基

ア
イ
ウ
エ
オ

）

【工事内容】 ・工事内容の変更の有無　　（
（１） 工事範囲

（２） 工事内容

破砕機の電動機は、高効率電動機を採用すること。
ケーシングは、既設流用とする。

【工事仕様】

【工事内容】
（１） 工事範囲

（２） 工事内容

切断刃、駆動部を更新すること。

主軸アッセンブリ、ロータ、シェル、ライナ、投入フード、排出シュート及び
電動機を更新すること。

油圧装置のポンプを更新すること。
送り装置用の電動機を更新すること。

【工事仕様】

油圧装置及び送り装置の電動機２台は、高効率電動機を採用すること。

本体は、既設流用とする。

・工事仕様の変更の有無　　（

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
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参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

第４節　搬送設備 ○要求水準書からの変更の有無　（ ）
１　破砕物搬送コンベヤ(１)

）

ア 破砕物搬送コンベヤ(１) １基

ア
イ
ウ

）

２　破砕物搬送コンベヤ(２)
）

ア 破砕物搬送コンベヤ(２) １基

ア
イ
ウ

）

電動機を更新すること。
コンベヤの電動機は、高効率電動機を採用すること。
コンベヤ本体、カバーは、既設流用とする。

【工事仕様】

【工事内容】
（１） 工事範囲

（２） 工事内容

電動機を更新すること。
コンベヤの電動機は、高効率電動機を採用すること。
コンベヤ本体、カバーは、既設流用とする。

【工事仕様】

【工事内容】
（１） 工事範囲

（２） 工事内容

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
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参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

３　可燃物搬送コンベヤ(１)
）

ア 可燃物搬送コンベヤ(１) １基

ア
イ
ウ

）

４　可燃物搬送コンベヤ(２)
）

ア 可燃物搬送コンベヤ(２) １基

ア
イ

）

【工事内容】
（１） 工事範囲

（２） 工事内容

ベルト、ローラ及び電動機を更新すること。
コンベヤの電動機は、高効率電動機を採用すること。
コンベヤ本体、カバーは、既設流用とする。

【工事仕様】

【工事内容】
（１） 工事範囲

（２） 工事内容
ベルト、ローラを更新すること。
コンベヤ本体、カバー、電動機は、既設流用とする。

【工事仕様】

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。



【様式５－３】 （　34　/　41　）

参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

５　切替コンベヤ
）

ア 切替コンベヤ １基

ア
イ

）

第５節　選別設備 ○要求水準書からの変更の有無　（ ）
１　アルミ選別機（不燃ごみ処理系統）

）

ア アルミ選別機 １基

ア
イ
ウ

）

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

【工事内容】
（１） 工事範囲

（２） 工事内容

切替コンベヤ １式を更新すること。
コンベヤの電動機は、高効率電動機を採用すること。

【工事仕様】

（１） 工事範囲

（２） 工事内容

マグネットロータ及び電動機を更新すること。
選別機の電動機２台は、高効率電動機を採用すること。

【工事仕様】

本体は、既設流用とする。

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

【工事内容】

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。



【様式５－３】 （　35　/　41　）

参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

２　不燃物可燃物分離装置
）

ア 不燃物可燃物分離装置 １基

ア
イ

）

第６節　再生設備 ○要求水準書からの変更の有無　（ ）
１　金属圧縮機

）

ア 金属圧縮機 １式

ア
イ
ウ
エ

）

【工事内容】 ・工事内容の変更の有無　　（
（１） 工事範囲

（２） 工事内容

本体のシリンダ、排出デートを更新すること。

【工事仕様】 ・工事仕様の変更の有無　　（

油圧装置の電動機は、高効率電動機を採用すること。
油圧装置を更新すること。

本体、ホッパ、ローラコンベヤは、既設流用とする。

【工事内容】 ・工事内容の変更の有無　　（
（１） 工事範囲

（２） 工事内容

不燃物可燃物分離装置１式を更新すること。
分離装置の電動機は、高効率電動機を採用すること。

【工事仕様】 ・工事仕様の変更の有無　　（
　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
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参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

２　ペットボトル圧縮梱包機
）

ア ペットボトル圧縮梱包機 １式

ア
イ
ウ
エ

）

３　古紙類圧縮梱包機
）

ア 古紙類圧縮梱包機 １式

ア
イ
ウ
エ

）

（１） 工事範囲

（２） 工事内容
本体のシリンダ、排出ゲートを更新すること。
油圧装置を更新すること。
油圧装置の電動機は、高効率電動機を採用すること。
本体、ホッパ、結束機、ローラコンベヤは、既設流用とする。

【工事仕様】 ・工事仕様の変更の有無　　（

油圧装置の電動機は、高効率電動機を採用すること。
本体、ホッパは、既設流用とする。

【工事内容】 ・工事内容の変更の有無　　（
（１） 工事範囲

（２） 工事内容

油圧装置のポンプ、バルブ、油圧ホースを更新すること。

【工事仕様】 ・工事仕様の変更の有無　　（

【工事内容】 ・工事内容の変更の有無　　（

本体のシリンダ、プッシャ、排出ゲート、結束機、ローラコンベヤを更新すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
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参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

第７節　貯留搬出設備 ○要求水準書からの変更の有無　（ ）
１　鉄バンカ

）

ア 鉄バンカ １基

ア
イ

）

２　不燃物バンカ（１）
）

ア 不燃物バンカ（１） １基

ア
イ
ウ

）

３　不燃物バンカ（２）
）

ア 不燃物バンカ（２） １基

ア
イ

）

【工事内容】 ・工事内容の変更の有無　　（

（２） 工事内容

下部シュートを更新すること。
駆動方式を油圧シリンダ式から電動パワーシリンダ式に改修すること。
ゲートは、既設流用すること。

【工事仕様】 ・工事仕様の変更の有無　　（

（１） 工事範囲

（２） 工事内容

下部シュート、ゲートを更新すること。
駆動方式を油圧シリンダ式から電動パワーシリンダ式に改修すること。

【工事仕様】 ・工事仕様の変更の有無　　（

【工事内容】 ・工事内容の変更の有無　　（
（１） 工事範囲

【工事内容】
（１） 工事範囲

（２） 工事内容

下部シュート、ゲートを更新すること。
駆動方式を油圧シリンダ式から電動パワーシリンダ式に改修すること。

【工事仕様】

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
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参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

４　アルミバンカ
）

ア アルミバンカ １基

ア
イ

）

第８節　集じん設備 ○要求水準書からの変更の有無　（ ）
１　排風機

）

ア 排風機 １基

ア
イ
ウ

）

２　集塵ダクト
）

ア 集塵ダクト １式

ア

）

（２） 工事内容

排風機の駆動部を更新すること。

（２） 工事内容

下部シュート、ゲートを更新すること。
駆動方式を油圧シリンダ式から電動パワーシリンダ式に改修すること。

【工事仕様】

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

排風機の電動機は、高効率電動機を採用すること。

【工事内容】
（１） 工事範囲

【工事内容】
（１） 工事範囲

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

【工事内容】
（１） 工事範囲

（２） 工事内容

機器更新に伴い必要な箇所の撤去、復旧及び部分更新を行うこと。

【工事仕様】

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

【工事仕様】

ダンパ制御方式をインバータ制御に改修すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
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参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

３　雑用空気圧縮機
）

ア 空気圧縮機 １基

ア
イ

）

第９節　電気・計装設備 ○要求水準書からの変更の有無　（ ）
１　受変電設備

）

ア 高圧受電盤 １面
イ 高圧進相コンデンサ盤 １面
ウ プラント動力盤 １面
エ 建築動力盤 １面
オ 低圧電灯盤 １面

ア
イ
ウ

エ
オ
カ
キ

）

低圧電灯盤の真空遮断器・過電流継電器を更新すること。
盤本体及び盤内配線は、既設流用とすること。

・工事内容の変更の有無　　（

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

【工事内容】
（１） 工事範囲

（２） 工事内容

雑用空気圧縮機１式を更新すること。

建築動力盤の真空遮断器・過電流継電器を更新すること。

【工事仕様】

空気圧縮機の電動機は、高効率電動機を採用すること。

【工事内容】
（１） 工事範囲

（２） 工事内容

プラント動力盤・建築動力盤・低圧電灯盤のトランス３台を更新すること。
高圧受電盤の真空遮断器・不足電圧継電器・過電流継電器を更新すること。

【工事仕様】

・工事仕様の変更の有無　　（

高圧進相コンデンサ盤の真空コンタクタ・進相コンデンサ・直列リアクトルを更新
すること。

プラント動力盤の真空遮断器・過電流継電器を更新すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
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参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

２　動力制御盤
）

ア 動力制御盤 ２面
イ 補助継電器盤 １面

ア
イ

）

３　ゲート開閉装置制御盤
）

ア ゲート開閉装置制御盤 １面

ア

）

４　中央監視操作盤
）

ア 中央操作盤 １基

ア
イ

）

工事範囲

（２） 工事内容

排風機の起動方式をスターデルタ方式からインバータ方式に変更すること。
プラント動力盤、補助継電器盤を改造すること。

【工事仕様】

バンカゲート駆動方式を油圧方式から電動方式へ変更のため、制御盤を改造するこ
と。

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

【工事内容】
（１） 工事範囲

【工事仕様】

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

【工事内容】
（１）

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

（２） 工事内容

【工事仕様】

市販ソフトによるDCS制御対応のパソコン２台とモニタ２台を増設すること。
本装置は、各設備及びITVの操作装置と計器調節装置を設ける。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

【工事内容】
（１） 工事範囲

（２） 工事内容
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参照箇所（提案書、図面等）要求水準書【設計・施工業務編】 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

５　ITV装置
）

ア カメラ 19台
イ カラーモニタ４台 ４台

ア
イ

）

第４章　建築工事仕様
第１節　建築機械設備工事 ○要求水準書からの変更の有無　（ ）

２　空気調和設備
）

ア 誘引送風機室用 室内機：２台、室外機：１台
イ 中央制御室・クレーン操作室用 室内機：５台、室外機：１台
ウ 電気室用 １台

ア
イ

）

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

・工事内容の変更の有無　　（

・工事仕様の変更の有無　　（

【工事内容】
（１） 工事範囲

（２） 工事内容

室外機及び室内機を最新機種に採用すること。
配管類は、既設流用とする。

【工事内容】
（１） 工事範囲

（２） 工事内容

カメラを19台を更新すること。
カラーモニタ４台を更新すること。

【工事仕様】

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

　本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容
を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

【工事仕様】
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参照箇所（提案書、図面等）

第１章　総則
第１節　業務委託の概要 ）

３　契約期間
・ 準備期間

契約締結日から令和５年３月31日まで ）
・ 期　　間

令和５年度４月１から令和15年度３月31日まで（10か年） ）

５　業務委託の内容
・ ）

第２節　一般事項 ）
７　モニタリング

運営事業者によるセルフモニタンリング
ア セルフモニタリング実施計画書の作成
・ ）

第２章　運転管理条件
第１節　業務委託に関する条件 ○要求水準書からの変更の有無　（　　　　　）

第２節　施設稼働に関する条件 ○要求水準書からの変更の有無　（　　　　　）
１　計画処理量

・

３ 施設稼働条件 ）

ア

イ

ウ

エ

ア

イ

）％以下

○要求水準書からの変更の有無　（　

（４）

・業務委託内容の変更の有無

提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）

・準備期間

・期　　間

○要求水準書からの変更の有無　（　

業務委託の内容は事前準備業務、受付管理業務、運転管理業務、維持管理業務、
環境管理業務、情報管理業務、その他関連業務等の本施設の運営管理に係わる包
括的な業務である。

 上記燃焼温度でのガス滞留時間

・セルフモニタリング実施計画書の作成の有無

要求水準書【運営業務編】

運営事業者は、セルフモニタリングの実施体制、実施内容及び確認様式等を記載
したセルフモニタリング実施計画書を作成し、本組合の承諾を得ること。

 焼却残渣の熱灼減量

・熱灼減量

・上記燃焼温度でのガス滞留時間　 （

リサイクルプラント（資源物回収施設）の処理条件

処理対象物の計画搬入量：年間　15,000トン
（焼却プラント＋リサイクルプラント（資源物回収施設）の搬入量）

・計画処理量 ）トン/年

項　目 純度 回収率 項　目 純度 回収率
破 砕 鉄 95%以上 85%以上 破 砕 鉄
破 砕 ア ル ミ 85%以上 60%以上 破 砕 ア ル ミ
不 燃 物 80%以上 80%以上 不 燃 物
可 燃 物 80%以上 80%以上 可 燃 物
鉄 （ 缶 ） 98%以上 90%以上 鉄 （ 缶 ）
ア ル ミ （ 缶 ） 95%以上 85%以上 ア ル ミ （ 缶 ）
カレット（色選別） 99.8%以上 75%以上 カレット（色選別）

（１） 焼却プラントの燃焼条件
 燃焼温度

 850℃以上（焼却炉燃焼温度、再燃焼煙道） ・燃焼温度（ ）℃以上

 ２秒以上 ）秒以上

 煙突出口排ガス中の一酸化炭素濃度
 30ppm以下（酸素濃度12%換算値の４時間平均値） ・煙突出口排ガスの一酸化炭素濃度 （ )

 ５%以下

（２）
 破砕基準（150㎜以下）

粒　度 粒　度

85%以上

可 燃 物 可 燃 物

 選別基準

鉄 類 鉄 類
ア ル ミ 類 ア ル ミ 類
不 燃 物 不 燃 物

項　目 項　目
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参照箇所（提案書、図面等）提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）要求水準書【運営業務編】

４ 公害防止基準

項 目 単位 基準値 項 目 単位 基準値
0.01以下 ば い じ ん 濃 度 g/Nm3

硫 黄 酸 化 物 濃 度 ppm 200以下 硫 黄 酸 化 物 濃 度 ppm

項 目 単位 基準値 項 目 単位 基準値

一 酸 化 炭 素 濃 度 ppm 30以下 一 酸 化 炭 素 濃 度 ppm

ダ イ オ キ シ ン 類 濃 度 ng-TEQ/Nm3 0.05以下 ダ イ オ キ シ ン 類 濃 度 ng-TEQ/Nm3

mg/Nm3 0.15以下 mg/Nm3

有人室（労働環境衛生基 mg/Nm3 0.15以下 有人室（労働環境衛生基 mg/Nm3
処 理 棟 出 口 粉 じ ん 濃 度 処 理 棟 出 口 粉 じ ん 濃 度

mg/m3 2.9以下 mg/m3
施 設 内 施 設 内

無人室（鉱物性粉じん） 無人室（鉱物性粉じん）
集 じ ん 装 置 排 気 筒 出 口 g/Nm3 0.1以下 集 じ ん 装 置 排 気 筒 出 口 g/Nm3

（４） 振動の基準値（敷地境界線において、定格稼動時に下記の基準値以下）

基準値 基準値

朝 （ ６時～８時） 55以下 朝 （ ６時～８時）
昼 間 （ ８時～19時） 60以下 昼 間 （ ８時～19時）

夕 （ 19 時 ～ 22 時 ） 55以下 夕

基準値 基準値

昼 間 （ ８時～19時） 65以下 昼 間 （ ８時～19時）

項目 単位 項目 単位

dB dB
夜 間 （ 19 時 ～ ８ 時 ） 60以下 夜 間 （ 19 時 ～ ８ 時 ）

項目 基準値 項目 基準値
ア ン モ ニ ア １以下 アンモニア
メ チ ル メ ル カ プ タ ン 0.002以下 メチルメルカプタン

硫化水素

硫 化 メ チ ル 0.01以下 硫化メチル

二 硫 化 メ チ ル 0.009以下 二硫化メチル

硫 化 水 素 0.02以下

ト リ メ チ ル ア ミ ン 0.005以下 トリメチルアミン

ア セ ト ア ル デ ヒ ド 0.05以下 アセトアルデヒド

プ ロ ピ オ ン ア ル デ ヒ ド 0.05以下 プロピオンアルデヒド

イ ソ ブ チ ル ア ル デ ヒ ド 0.02以下 イソブチルアルデヒド

ノルマルバレルアルデヒド 0.009以下 ノルマルバレルアルデヒド

イ ソ バ レ ル ア ル デ ヒ ド 0.003以下 イソバレルアルデヒド

イ ソ ブ タ ノ ー ル 0.9以下 イソブタノール

酢 酸 エ チ ル ３以下 酢酸エチル

キ シ レ ン １以下 キシレン

プ ロ ピ オ ン 酸 0.03以下 プロピオン酸

ノ ル マ ル 酪 酸 0.001以下 ノルマル酪酸

(１） 焼却プラントの排ガス基準（酸素濃度12%換算値）

水 銀 濃 度 μg/Nm3 ５以下 水 銀 濃 度 μg/Nm3

（２） リサイクルプラント（資源物回収施設）の粉じん濃度基準

塩 化 水 素 濃 度 ppm 200以下 塩 化 水 素 濃 度 ppm

窒 素 酸 化 物 濃 度 ppm 250以下 窒 素 酸 化 物 濃 度 ppm

ば い じ ん 濃 度 g/Nm3

（３） 騒音の基準値（敷地境界線において、定格稼動時に下記の基準値以下）
項目 単位 項目 単位

dB（A） dB（A）

夜 間 （ 22 時 ～ ６ 時 ） 50以下 夜 間 （ 22 時 ～ ６ 時 ）
（ 19 時 ～ 22 時 ）

（５） 悪臭の基準値（敷地境界線において、臭気強度2.5以下、定格稼動時に下記
の悪臭物質濃度基準以下）

単位 単位

ppm ppm

イ ソ 吉 草 酸 0.01以下 イソ吉草酸
ノ ル マ ル 吉 草 酸 0.0009以下 ノルマル吉草酸

メチルイソブチルケトン １以下 メチルイソブチルケトン

ト ル エ ン 10以下 トルエン

ス チ レ ン 0.4以下 スチレン

ノルマルブチルアルデヒド 0.009以下 ノルマルブチルアルデヒド
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５ その他焼却プラントの基準

作業環境基準
ア 粉じん

作業環境として粉じんは法令に基づき、第１管理区分以下とする。
）

イ 照度

）
ウ ダイオキシン類

）
第３章　運営管理体制及び事前準備

第１節　運営管理体制 ）
１　業務実施計画書

）

・

１ ① １
①
②
①
②
③
④
①
②
③
④
⑤
①
②
①
②
③
④
⑤
⑥
①
②
③

８ ① ８

２　運営業務マニュアル
）

・

１
２
３
４
５

２ 運営管理業務実施計画書

項　目 細　目

業務実施体制表

２ 運営管理業務実施計画書

項　目 細　目

業務実施体制表 業務実施体制表

（１） 焼却主灰・飛灰のダイオキシン類含有基準
項 目 単位 基準値 項 目 単位 基準値

ダ イ オ キ シ ン 類 濃 度 ng-TEQ/g ３以下 ダ イ オ キ シ ン 類 濃 度 ng-TEQ/g

（２）

・管理区分

・数　　値　（

・管理区域

照度は、原則として照度基準JISZ9110及び労働安全衛生規則第604条の規定する数値
以上とする。

施設内作業におけるダイオキシン類は、第１管理区域（2.5pg-TEQ/m3以下）であること。

（１） 運営事業者は、各業務の実施に必要な事項を記載した業務実施計画書を本業務開
始前までに本組合に提出し、本組合の承諾を得ること。

○要求水準書からの変更の有無　（　

本組合との協議により必要な図書類その他

運転計画（年間、月間）
運転管理記録　　等を含む
調達・管理計画
点検・検査計画
補修・更新計画
維持管理記録　　等を含む
環境保全基準
環境保全計画
作業環境保全基準
作業環境保全計画
環境管理記録　　等を含む
各種報告書提出要領
各種報告書様式　等を含む
見学者対応計画
住民対応計画
防火管理計画
警備・防犯計画
清掃計画
植栽管理計画　等を含む
モニタリング実施体制
モニタリング対象業務
モニタリング方法・手順

３ 維持管理業務実施計画書

環境管理業務実施計画書４

５ 情報管理業務実施計画書

６ その他関連業務実施計画書

７ モニタリング実施計画書

３ 維持管理業務実施計画書

４ 環境管理業務実施計画書

（１） 運営事業者は、各業務の実施に必要な事項を記載した運営業務マニュアルを本業
務開始前までに本組合に提出し、本組合の承諾を得ること。

・運営業務マニュアルの作成の有無

・業務実施計画書の作成の有無

運営業務マニュアル

業務実施計画書

７ モニタリング実施計画書

その他

５ 情報管理業務実施計画書

６ その他関連業務実施計画書

項　目項　目
運転管理マニュアル
施設保全マニュアル
安全作業マニュアル（ダイオキシン類ばく露防止対策含む）
緊急対応マニュアル（災害、事故、故障、停電等）
その他必要なもの
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第４章　運営業務の内容
第１節　受入管理業務 ）

第２節　運転管理業務 ）
６　適正運転の確認

・ 測定項目及び実施頻度 ・ 測定項目及び実施頻度

① ①
② ②
③ ③
④ ④
① ①
② ②
① ①
② ②
③ ③
④ ④
⑤ ⑤
① ①
② ②
③ ③
① ①
② ②
③ ③
① ①
② ②

７ ① ７ ①
８ ① ８ ①

① ①

② ②

① ①
② ②

11 ① １回/年以上 11 ①
12 ① １回/年以上 12 ①

① ①

② ②

第３節　維持管理業務 ）
５　点検・検査計画

　第21条定期検査の実施時期等 ２年/１回以上 　第21条定期検査の実施時期等

１年/１回以上
１月/１回以上
作業開始前
２年/１回以上

実施頻度

１ 一般廃棄物処理施設
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
　施工規則第４条　機能検査
　施工規則第５条　精密機能検査

２ 計量機
計量法

項　目 法令・通知等

３ クレーン

労働安全衛生法
クレーン等安全規則
定期自主検査
　第34条　荷重試験等
　第35条　ブレーキ、ワイヤーロープ等
　第36条　作業開始点の点検
　第40条　性能検査

労働安全衛生法
クレーン等安全規則
定期自主検査
　第34条　荷重試験等
　第35条　ブレーキ、ワイヤーロープ等
　第36条　作業開始点の点検
　第40条　性能検査

３ クレーン

３年/１回以上
１

２

法令・通知等
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
　施工規則第４条　機能検査
　施工規則第５条　精密機能検査
計量法

項　目

一般廃棄物処理施設

計量機

○要求水準書からの変更の有無　（　

施設名 実施頻度

実施頻度

１年/１回以上

測定項目

２回/年以上照度

１回/年以上
照度 ２回/年以上

不燃・粗大ごみ、缶
類・びん処理時の選別
物の回収率

１回/年以上

不燃・粗大ごみ、缶
類・びん類処理時の選
別物の純度

単位容積重量
粉じん 排出口 ２回/年以上
破砕物

○要求水準書からの変更の有無　（　

○要求水準書からの変更の有無　（　

１回/年以上
１回/年以上

１回/年以上（炉別）
１回/年以上
１回/年以上

２回/年以上（炉別）

１回/月以上

６回/年以上

窒素酸化物
塩化水素
水銀
排ガス
焼却主灰
焼却飛灰
粉じん
ダイオキシン類

１

粉じん

１回/年以上

１回/年以上
種類組成

敷地境界４箇所
敷地境界４箇所
臭気指数
敷地境界（２箇所）
悪臭物質（22項目）

１回/年以上

敷地境界（２箇所）

種類組成
三成分
低位発熱量
単位容積重量
熱灼減量
水分
ばいじん
硫黄酸化物

破砕寸法

共
　
通

（

資
源
物
回
収
施
設
）

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

焼
却
プ
ラ
ン
ト

ごみ質

焼却灰

ばい煙

ダイオキシン類

作業環境

ごみ質

選別物

作業環境

騒音
振動

悪臭

２

３

４

５

６

９

10

13

施設名 測定項目 実施頻度

焼
却
プ
ラ
ン
ト

１ ごみ質

種類組成
三成分
低位発熱量
単位容積重量

２ 焼却灰
熱灼減量
水分

３ ばい煙

ばいじん
硫黄酸化物
窒素酸化物
塩化水素
水銀

４ ダイオキシン類
排ガス
焼却主灰
焼却飛灰

５ 作業環境
粉じん
ダイオキシン類
照度

（

資
源
物
回
収
施
設
）

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ン
ト

６ ごみ質
種類組成
単位容積重量

粉じん 排出口
破砕物 破砕寸法

９ 選別物

不燃・粗大ごみ、缶
類・びん類処理時の選
別物の純度

不燃・粗大ごみ、缶
類・びん処理時の選別
物の回収率

10 作業環境
粉じん
照度

共
　
通

騒音 敷地境界４箇所
振動 敷地境界４箇所

13 悪臭

臭気指数
敷地境界（２箇所）
悪臭物質（22項目）
敷地境界（２箇所）



【様式５－４】 （　5　/　5　）

参照箇所（提案書、図面等）提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等）要求水準書【運営業務編】

労働安全衛生法 労働安全衛生法
クレーン等安全規則 クレーン等安全規則
　第154条　定期自主検査 １年/１回以上 　第154条　定期自主検査
　第155条　定期自主検査 １月/１回以上 　第155条　定期自主検査
　第159条　性能検査 １～２年/１回以上 　第159条　性能検査

建築基準法 建築基準法
　定期検査 １年/１回以上 　定期検査
消防法 消防法
　第17条の３の３ 　第17条の３の３
　消防設備等又は特殊消防用設備等の点 １年/１回以上 　消防設備等又は特殊消防用設備等の点
　検及び報告 　検及び報告
消防法 消防法
　第17条の３の３ 　第17条の３の３
　危険物の規制に関する規則 １年/１回以上 　危険物の規制に関する規則
　第62条の４　定期点検 　第62条の４　定期点検

10 関係法令 関係法令の測定 10 関係法令

11　長寿命化総合計画の運用
)

第４節　環境管理業務 ）

第５節　情報管理業務 ）
下記の項目について報告書等を作成し、管理又は提出する。

・ ）
・ ）
・ ）
・ ）
・ ）
・ ）
・ ）
・ ）
・ ）

第６節　その他関連業務 ）○要求水準書からの変更の有無　（　

・ （
・ （
・ （
・ （
・ （
・ （
・ （
・ （
・ （

調達・管理報告
点検・検査報告
補修・更新報告
環境管理報告
作業環境管理報告
施設情報管理
本施設の維持管理記録に関する報告
その他管理記録報告

（３） 運営事業者は、点検・検査、補修・更新、精密機能検査等の結果に基づき、「維
持補修履歴」及び「施設保全計画」を毎年度更新し、その都度本組合の承諾を得
ること。

・「維持補修履歴」及び「施設保全計画」の更新頻度

運転管理報告

その他必要な項目

　第11条　定期検査

７
建築設備
（エレベータ）

８ 消防設備

９ 燃料貯留槽

実施頻度

４ 受変電設備
電気事業法
　第42条　保安規程
　第55条　定期安全管理検査

５ 自家発電設備
電気事業法
　第42条　保安規程
　第55条　定期安全管理検査

建築設備
（エレベータ）

７

消防設備８

９ 燃料貯留槽

その他必要な項目

項　目 法令・通知等

６ 浄化槽
浄化槽法
　第10条　保守点検

５ 自家発電設備
電気事業法
　第42条　保安規程 定期検査
　第55条　定期安全管理検査 １年/１回以上

６ 浄化槽
浄化槽法
　第10条　保守点検 １月/１回以上
　第11条　定期検査 １年/１回以上

項　目 法令・通知等 実施頻度

４ 受変電設備
電気事業法
　第42条　保安規程 定期検査
　第55条　定期安全管理検査 １年/１回以上

○要求水準書からの変更の有無　（　

○要求水準書からの変更の有無　（　


